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京都府地ポ温暖化対策条例第 19条 の規定により提出します。

特定事業者の
主たる業種

一
般乗用旅客自動車運送事業 (タクシー 一

般貸切旅客自動車涯送事業 (バス)
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京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換算 して1,500キロクットル以上))

哀堅夕敷摺埋揺|【群 駈晶野
施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック又はバス100台以上/タ クシー150台

京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第4号該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出事業者 (二酸化炭素に決算 して3,000ト
ン以上))

計 画 期 階 平成 1 8 年 4 月 ～  平 成 20年 3月

基 本 方 針 環J~t方針に基づき9%以 上の C02排 出量の削減を目指す

推 進 体 制 社長を責任君 とした紅繊体制の設置と実施計画の策定、例月の進冴管理システムを構築する

鼻
相

置中巾弾
年
体

及

年度 1取 伸、対哀、工程尊 措 置 内 容

唖l営業車 (タルードス 「エコドライブ遍転〕実滝により2路 の擦景幼率を向上させる

おセ叫営業草 (タグ方・′ヽやスアイ ドツングス トップの実施を当社番準509bを 90%に おめる

X上 記 2項 目を一斉点呼にて全社員に周知させる

また 深 境掲示転に 「エコトライア選転サの実施項日を為示する

臨抑1営業車 (タクな) アイドツングストクノ草南を10%(30台 )導入する

ス

堂
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月楳 午 夏 (針 Etrlブ
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(二酸化良来線算 (|))
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率古午慶 (兵演′
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(二酸化炭業捜算 (4))
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A事 業所等排出区分 288 t 263 t -87 % 274  t -49 %

B輸 送車両排出区分 91044 ↓ 3210 t -9 2  % 8、267 t -86 %

cそ の他排出区分 0 , O t 00 % 0 , %

排出合計 9,332 t ヤ2         8.473 t -92 % Ⅲ4                            8,541 t -3 5  %
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対策等の区分
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,溜 差等 (二雑 舞換算 (| 玖組畳等 二酸化炭斉晏写 (|

:及び整備 (整備酢僚 (政収景) ↓ (整備面積! (吸収曇) t

】産の木材の利用 〈利用量) 〈削減ユ) t (利用と) (rll演二) t

自然エネルギーを利用した
電力又は熱の供給

〈売ほal tFll (削減よ) t (完電 コ 【vh (肖J減差) t

(無供給畳 句 く削減生) t (熟供給曇| c t F (消J減曇) t

グ リー ン 電 力 の 購 入 韓映注ユL___と い くHJ波畳) t て感八空) 【▼h て削減量) t

削減量等合計 一 t t

差 引排 出量

く排出合計一削済等合計)

基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 削減率 (計画) 報告年度 (実績) 削沈幕 (実領)

9 332 t ∽〉lt3)   S】 473 t -92 % l・k)(ゆ                 8,541 t S5 %
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フ ァクシ

=寓J諮 証爆得 t半成17年2月) 会 社員に対 して環境数百実施 (入社時及び 2回 /年 の抑 塚会,
■ィアの実施 (1回 /月 ―第 2日 曜 寓)又 は地坂自沿会のボランティア活動にも参加

連  絡  坑 部  署

野 氏  名

所

番  号

ミ リ番 号

と 1該 当する日には レ 印を記入してくださ立、 特定事業者以外の事業者の方riレ印の足人は不要で曳

2 f言 草年度」とは計画期間の前年茂と、 「宮続年茂Jと は計画期間の最終年度を  「 報告年度Jと はホ画期Frtの,ち 、今回Hl告の対象となる争残をいいます。

3「 事業所等排出区分」とは京額店内の事業所等の事業活動のためのエネルギーの使用に伴い発生する混窒効果ンスを、 f輸 送車両孝山区分Jと は自動車遍選手染者については使用の本拠の位
置を東部店内とする車両の排出する颯豊効果ガ″を 犠 道事業者については保有する契物車面又は旅客=両 の排出する温室力兵ガスと fそ の他排出区分」セは上記以外の烹都府内における
事業所等の事業活動に伴い発生する温笠効果メスをいいます。

4 「 そのrFの期球温呼竹対策による温書幼緊ガスの出競畳等」の実態については 計 画期間中の実績の黒排'記 入してください。
(例)グ リーン低力の韓入による温室効果ガスの制滋実績が 18年 度5ト ンで19年度Ioトンの場合 19年 度の報告書の実績については18年 度と19年 度の実績を累計し15トンと記入

5 「 特謹李項jに は、平,2年 度 (1990年 度)を 基準とした排出量の対比やエネルギー原迎 ∽排出曇 省 =ネ 製品開発など他者の温宣務果ガス排出倒滋への資縦 グ リーシ調整の採用、
特定フヨンなどの条例指定外の混窪効果=ス の削減などを盟入してください。


